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従業員に対する特定譲渡制限付株式としての自己株式の処分に係る 

処分価額等の確定に関するお知らせ 

 

2019年12月６日付で当社の取締役会決議により決定し、同日付で公表した従業員に対する特定譲渡

制限付株式としての自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）に関し、処分価額等が

以下のとおり確定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

（1）処分価額 １株につき1,987円 

（2）処分価額の総額 130,545,900円 

 

本自己株式処分の処分価額（払込金額）は、恣意性を排除した価格とするため、①2019年12月９

日から2019年12月13日までの各取引日の終値の平均値（終値のない日数を除き、１円未満の端数は

切り上げます。）である1,987円及び②2019年12月５日（取締役会決議日の前営業日）の終値である

1,597円のうち、より高い金額である1,987円とします。当該処分価額（払込金額）の算出方法によ

れば、処分価額（払込金額）は本自己株式処分に係る取締役会決議日直前の市場株価よりも高い金

額となることから、割当てを受ける従業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えておりま

す。 

 

その他の本自己株式処分の内容については、2019年12月６日付で公表した内容から変更はありませ

ん。本自己株式処分の概要については、2019年12月６日付「従業員に対する特定譲渡制限付株式とし

ての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 
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